
事業継続と法環境研究会 2017年度 第 4回会合 （議事録） 
 
１．会合概要 

(1) 開催日時 ：2017年 08月 28日(月)  18:30-20:30 

(2) 場所 所在地：東京都港区西新橋 2-11-5 TKK西新橋ビル７階 

会場名：シーマ・ラボ・ジャパン株式会社会議室 

(3) 今回の議長役：上田(座長) 

(4) 議事録作成者：前田 

(5) 今回の幹事：－ 

(6) 出席者：5名     欠席者：7名 

 

出席メンバー 出席メンバー 出席メンバー 

1. 座長 上田 悦久  6. 篠原 秀一  X  11. 多田 隆志  X  

2. 副座長 前田 もろび  7. 杉原 利典(大阪)  12. 久保田 純一  

3. 井上 修一  8. 畠田 孝子(大阪)    

4. 及川 学  X  9. 波多野 肇    

5. 志方 宣之  10. 二階堂 洋  X    

 
(7) 主要な決定事項 

① 次回の発表は、波多野さん担当分(④契約管理(法務))を引き続き、実施する。また、上田さ

ん、志方さんにも発表いただけるよう準備をお願いしたい。 

② 各自の作業分担 

【作業分担】 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

波多野 上田 井上 波多野 小友 小友 志方 

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

 再調整 再調整 井上 志方 前田 前田 

 
(8) 次回開催予定 

① 開催日時：2017年 9月 11日(月)：18:30-20:00 

② 場所 所在地：東京都港区西新橋 2-11-5 TKK西新橋ビル 

会場名：シーマ・ラボ・ジャパン株式会社 

③ テーマ：項番 4の“経営層への説明”について検討結果の発表と、全体での討議。 

 
 



(9) 配付資料 

・提案書式_0828版 

 
 
２．議事内容 

(1) “③施設管理/⑩環境管理”、および、“①経営管理”についての発表と全体討議 

→ 討議の結果は、提案書式_0911版に反映し、次回の研究会にて配付予定。 

（主な議論） 

【施設管理】 

・ 建屋倒壊(特に耐震基準未対応)による従業員の死傷は、安全配慮義務違反になる可能性が

高い。また意図的に放置した場合は、前者の違反に加えて耐震改修促進法違反の可能性も

考えられる。更に事業中断による利益減少が発生した場合は、取締役の善管注意義務違反

の可能性も考えられる。 

→ “意図的に放置した”とならないためには、どのような対応をとればいいか？BCP の対策

実施計画を策定しておく、脆弱性を認識、従業員に周知しておくなどが必要か？ 

→施設管理の対策不足による取締役の善管注意義務違反を問われた事例はないと思われる。 

・ 東京都帰宅困難者対策条例は努力義務なので、対応しなかったとしても罰則はないが、訴

訟となった場合に“やるべきこと(推奨されている対応)ができていない”と見なされ、善管注

意義務違反等を問われる可能性もある。 

【環境管理】 

・ 被災による環境汚染は、被害者がいれば不法行為での損害賠償請求を受ける可能性もある

が、故意/過失を立証できない可能性が高い。危険物の管理や防御対策、訓練等ができてい

れば、法的に問われる可能性は低い。 

→ 管理上の規定に準拠していても、その維持管理が出来ていない場合は、責任を問われる

可能性もある。 

【経営管理】 

・ 被害想定を意図的に軽く設定した BCPを策定した場合、適切なリスク体制の構築を怠った

と見なされる可能性がある。 

→ 同業他社との差がないか、自治体の被害想定を目安にしているかなどが被害想定の設定 

基準になるだろう。また、リスクと対策、対応方針等を明確にしておく必要もある。 

 
 (2) 作業分担について 

・ 当日欠席された方で、分担の希望は歓迎ですのでお申し出ください。 

 
 
 
 
 



３．次回の討議 （予定） 

(1) “経営者への説明”の「④契約管理(法務)」（波多野さんより）について 

 
 

４．その他 

・会員の小友修さん急逝の報告。 

以上 


